
1 

平成３０年８月９日 
 世 田 谷 総 合 支 所 

 
世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者候補者の選定結果について 

 
（付議の要旨） 
世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者候補者について、適格性審査を実施し、指定

管理者候補者として選定したので、報告する。 
 
１ 主旨 

世田谷区立区民会館条例（以下「条例」という。）第７条第１項に基づき、世田谷区
立世田谷区民会館の指定管理者候補者について、適格性審査を実施し、平成３１年４
月からの指定管理者候補者として選定した。 
今後は、当該候補者を指定管理者として指定するための議案を平成３０年第３回区

議会定例会に提出する。 
 
２ 施設名称及び指定管理者の候補者名等 

施設名称 施設所在地 
指定管理者の候補者名 

及び所在地 

世田谷区立 

世田谷区民会館 

世田谷区世田谷四丁目２１

番２７号 

株式会社世田谷サービス公社 

世田谷区太子堂三丁目２５番９号 

３ 指定期間 
 １年間（平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで） 

   
４ 選定方法等 
（１）選定方法 

世田谷区民会館は、本庁舎等整備のため、次期指定期間は平成３１年４月から１
年間となる。この短期間では新たな事業者が指定管理制度の効果を上げることは非
常に困難なため、条例施行規則及び指定管理者選定委員会設置要綱に基づき設置さ
れた、世田谷区立区民集会施設等指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」とい
う。）において、公募によらず適格性の審査により候補者の選定を行うこととした。 

審査に当たっては、事前に選定委員会各委員に事業計画書等各関係書類を送付し、
内容の確認や採点をしてもらうとともに、財務審査については外部の会計士に評価
を依頼した。 
以上のとおり、事業計画書等の審査、財務審査を実施し、指定管理者候補者を選

定した。 
（２）選定委員会開催状況 

第５回選定委員会 平成３０年３月２７日（選定方法の審議） 
第２回選定委員会 平成３０年４月２４日（審査方法等の審議） 

   第３回選定委員会 平成３０年６月２９日（審査方法等の審議） 
第４回選定委員会 平成３０年７月 ６日（指定管理者適格性審査） 
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（３）選定委員会の構成 
平成２９年度 

氏  名 役 職 ・ 所 属 等 

○  境 新一 成城大学教授 

川邊 洋二 東京税理士会北沢支部 

塩田 尚人 健康文化研究所代表 

細越 淳二 国士舘大学教授 

矢島 嗣久 北沢地域町会連合会副会長 

本橋 安行 地域行政部長 

男鹿 芳則 北沢総合支所長 

平成３０年度 

氏  名 役 職 ・ 所 属 等 

○  境  新一 成城大学教授 

  綾野 康子 東京税理士会世田谷支部 

  塩田 尚人 健康文化研究所代表 

  細越 淳二 国士舘大学教授 

水野 貞 
烏山地域町会自治会連合会会長 

（任期：平成３０年４月１１日～平成３０年４月２０日） 

宮﨑 春代 
砧地域町会・自治会連合会会長 

（任期：平成３０年４月２３日～平成３２年３月３１日） 

志賀 毅一 地域行政部長 

岩元 浩一 玉川総合支所長 

※「○」は委員長 
 
５ 選定結果 

条例の審査基準に基づき、選定委員会で申請者から提出された事業計画書等の審査
の結果を総合的に評価した結果、本施設について適格と評価し、次期指定管理者の指
定管理者候補者として選定した。なお、選定結果は別紙のとおりである。 

 
６ 選定理由 

  収支計画の数値に一部誤記載がある点について、資料として不明確であるとの指摘
を受けたものの、採点結果は審査基準点となる７割を超えており、総合的に審査した

結果、適格性があると評価された。 
 
７ 今後のスケジュール（予定） 
   平成３０年９月    区民生活常任委員会報告（選定結果、議案の報告） 
               第３回区議会定例会（指定管理者、指定期間等の提案） 

平成３１年４月１日  次期指定管理者による管理運営開始 
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別紙 

選定結果 

 

１ 施設名称  世田谷区立世田谷区民会館 
２ 申請団体  株式会社世田谷サービス公社 

３ 評価結果 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価項目 配点 得点 

１．施設等の管理実績 ２１ ２１ 

２．運営管理体制 １６８ １６０ 

３．個人情報保護 ２８ ２８ 

４．雇用計画 ４２ ４２ 

５．研修計画 ４２ ４２ 

６．利用料金 ２１ ２１ 

７．収支計画 ８４ ３０ 

８．施設事業計画 １４０ １３４ 

９．サービス改善の取組み ８４ ６６ 

10．経営基盤（過去３年の 

経営状況及び事業状況） 
７０ ６７ 

合計 ７００ ６１１ 

審査基準点（配点合計の７０％） ４９０点 



参考資料 

会議録要旨 

会議名 第５回世田谷区区民集会施設等指定管理者選定委員会 

担当部署 世田谷総合支所地域振興課 

開催日時 平成３０年３月２７日（火）９時３０分開始 

開催場所 世田谷産業プラザ小会議室 

出席者 境委員、塩田委員、細越委員、矢島委員、川邊委員、本橋委員、男鹿委員 

会議次第 

１ 開 会 

２ 委員会の所掌事務の確認 

３ 審 議 

１号議案「世田谷区立区民センターの指定管理者の候補者選定方法について」 

２号議案「世田谷区立烏山区民会館の指定管理者の候補者選定方法について」 

３号議案「世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者の候補者選定方法について」 

確認事項・ 

主な意見等 

＜議題（世田谷区民会館）＞ 

３号議案「世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者の候補者選定方法について」 

 

指定管理者の選定方法について、以下のように事務局から説明し、公募によらず適格性 

審査を実施し選定することが承認された。 

・改修、整備工事予定が平成３２年度であるため、平成３１年４月からの１年間を指定期

間として、指定管理者制度の継続を考えている。 

・非常に短期間であるため、新たな事業者が指定管理者制度の効果をあげることは困難で

あり、安定したサービスを提供するためには現行の指定管理者が引き続き管理を行った

ほうがよいと考えている。 

 

その他 
 

 



参考資料 

会議録要旨 

 

会議名 第２回世田谷区区民集会施設等指定管理者選定委員会 

担当部署 世田谷総合支所地域振興課 

開催日時 平成３０年４月２４日（金）１６時開始 

開催場所 砧総合支所３階ミーティングルームＡ・Ｂ 

出席者 境委員、塩田委員、細越委員、綾野委員、岩元委員、志賀委員 

会議次第 

１ 開 会 

２ 委員会の所掌事務の確認 

３ 審 議 

１号議案「世田谷区立区民センターの指定管理者の審査基準・審査方法について（非公募）」 

２号議案「世田谷区立烏山区民会館の指定管理者の審査基準・審査方法について（非公募）」 

３号議案「世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者の審査基準・審査方法について（非公募）」 

４号議案 「世田谷区立砧区民会館の指定管理者の審査基準・審査方法について（公募）」 

４ 今後のスケジュール 

確認事項・ 

主な意見等 

＜議題（世田谷区民会館）＞ 

３号議案「世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者の審査基準・審査方法について（非公募）」 

 

世田谷区民会館の指定管理者を非公募で選定するにあたって、以下の視点で審査する案を事

務局から説明。 

１．施設等の管理実績（３点） 

２．運営管理体制（２４点） 

３．個人情報保護（４点） 

４．雇用計画（６点） 

５．研修計画（６点） 

６．利用料金（３点） 

７．収支計画（１２点） 

８．施設事業計画（２０点） 

９．サービス改善の取組み（１２点） 

１０．過去３年間の経営状況・事業状況（１０点） 

※審査基準点：委員採点合計の７割程度（１００点満点） 

 

各委員から、審査基準案および審査表について以下の意見があった。 

・前回提案時からの実績がわかるようにするべき。 

・配点を可否の２段階ではなく、３段階にするべき。 

・事故や苦情等のネガティブな情報も申請書に加えるべき。 

・国、公的機関から受けている認証があればわかるようすると良い。（例：ＩＳＯ） 

以上の意見を踏まえ、指定管理者指定申請書および選定審査基準、選定審査表に反映して再

提示することで承認された。 

 



確認事項・ 

主な意見等 

・選定方法については、事務局で選定基準に基づき評価し、その評価の案について委員より

意見をもらいながら審査を進めていくことで了承された。 

その他 

 

 



参考資料 

会議録要旨 

 

会議名 第３回世田谷区区民集会施設等指定管理者選定委員会 

担当部署 世田谷総合支所地域振興課 

開催日時 平成３０年６月２９日（金）１４時開始 

開催場所 砧総合支所３階災害対策室 

出席者 境委員、塩田委員、細越委員、綾野委員、宮崎委員、岩元委員、志賀委員 

会議次第 

１ 開 会 

２ 世田谷区立砧区民会館の第 1次審査結果及び第２次審査の進め方について 

３ 世田谷区立砧区民会館第２次審査（プレゼンテーションおよびヒアリング審査）    

４ 世田谷区立区民センター、世田谷・烏山区民会館の審査方法について 

５ 今後のスケジュール 

確認事項・ 

主な意見等 

＜議題（世田谷区民会館）＞ 

世田谷区立世田谷区民会館の審査方法について 

 

 第２回選定委員会での各委員からの意見を踏まえ、世田谷区民会館の指定管理者選定の

審査基準・審査方法の修正案について事務局から説明し、以下のとおり選定委員会で承認

された。 

１．施設等の管理実績（２１点） 

２．運営管理体制（１６８点） 

３．個人情報保護（２８点） 

４．雇用計画（４２点） 

５．研修計画（４２点） 

６．利用料金（２１点） 

７．収支計画（８４点） 

８．施設事業計画（１４０点） 

９．サービス改善の取組み（８４点） 

１０．過去３年間の経営状況・事業状況（７０点） 

以上のとおり配点を設定し、審査基準点を７名の委員採点合計の７割程度とする。 

 

その他 

 

 



参考資料 

会議録要旨 

会議名 第４回世田谷区区民集会施設等指定管理者選定委員会 

担当部署 世田谷総合支所地域振興課 

開催日時 平成３０年７月６日（金）１７時開始 

開催場所 砧総合支所区民集会所第２・３会議室併合 

出席者 境委員、塩田委員、細越委員、綾野委員、宮崎委員、岩元委員、志賀委員 

会議次第 

１ 開 会 

２ 審 議 

１号議案 「世田谷区立砧区民会館指定管理者選定最終審査」（公募） 

２号議案 「世田谷区立区民センターの指定管理者の適格性審査」（非公募） 

３号議案 「世田谷区立烏山区民会館の指定管理者の適格性審査」（非公募） 

４号議案 「世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者の適格性審査」（非公募） 

３ 指定管理者との協定締結までのスケジュールについて 

４ 閉 会  

確認事項・ 

主な意見等 

＜議題（世田谷区民会館）＞ 

４号議案 「世田谷区立世田谷区民会館の指定管理者の適格性審査」（非公募） 

 

適格性審査の結果、世田谷サービス公社に適格性があると判断し、指定管理者の候補者に

選定することが、承認された。 

採点結果は以下とおりとなった。 

１．施設等の管理実績（２１点／２１点） 

２．運営管理体制（１６０点／１６８点） 

３．個人情報保護（２８点／２８点） 

４．雇用計画（４２点／４２点） 

５．研修計画（４２点／４２点） 

６．利用料金（２１点／２１点） 

７．収支計画（３０点／８４点） 

８．施設事業計画（１３４点／１４０点） 

９．サービス改善の取組み（６６点／８４点） 

１０．過去３年間の経営状況・事業状況（６７点／７０点） 

※審査基準点：委員採点合格の７割程度＝４９０点（７００点満点） 

 

各委員より以下の意見があった。 

・財務診断が会計士の評価の７倍となっているが、減点したいという意見があった。 

・収支及び委託料に誤りがあるが、不備の額を言われたとおりの委託料にするのか、ある

いは今回申請書どおりの金額となるのか。収支について減点したいという意見があった。 

・数字の誤りについて、当該組織の信用に関わるため、しっかりと検証してから申請書を

出してほしい。 

その他 

 

 


